
2  介護保険被保険者証の交付等

40歳以上65歳未満の方は

　被保険者証は、みなさんに交付します。
新たに65歳になった方へは、誕生日をむかえた月
の月末までに被保険者証を発送いたします。

　要介護・要支援と認定された方や、被保険者証
の交付申請をした方に交付します。

以下のようなときは必ず14日以内に届出をしてください。
・他の市町村から転入したとき　・他の市町村に転出するとき
・市内で住所が変わったとき　　・氏名が変わったとき
・被保険者が死亡したとき

破損や紛失により被保険者証の再交付が必要な場合は、申請により
被保険者証の再交付ができます。
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